
令和５年版火災の実態 

 

23 学校 

【関連章第７章６】 

 

事例１ 「中学校の体育館から出火した火災」 

 

出火時分  ６月 ３時ごろ 

用 途 等  中学校 準耐火造 2/0 延 1,500 ㎡ 

防火管理  該当選任あり 消防計画あり 

被害状況  建物半焼１棟 1,000 ㎡等焼損 

概  要 

この火災は、中学校の体育館から出火したものです。 

出火原因は、体育館２階のクラブ室の小屋裏で、何らかの原因により電気配線が短絡して、

出火したものです。 

体育館に設置された自動火災報知設備の感知器が発報し、警備会社に入電したため、警備会

社従業員が会社の固定電話から 119 番通報しました。 

初期消火は実施されていません。 

教 訓 等  

この火災は、深夜で無人状態の中学校から出火した火災です。 

長期間使用している電気設備機器等は、気が付かないうちに劣化が進み、場合によっては火

災につながる危険性があるため、日頃から点検を行うことが大切です。 

生徒が安心して学校生活を送れるよう、消防用設備等の点検と維持管理に努め、火災発生時

には被害を最小限に抑えられるよう、自衛消防力の向上を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

写真 23-2 クラブ室の状況 

 

写真 23-1 体育館の焼損状況 

クラブ室 


